
お知らせお知らせ

☎
0
1
2
0
‐
3
6
6
‐
4
4
0

和
歌
山
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
0
1
2
0
‐
5
4
7
‐
8
8
8

和
歌
山
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
室

☎
0
7
3
‐
4
8
8
‐
1
1
0
1

③
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
（
賃
金
規
定

等
改
定
コ
ー
ス
）

有
期
雇
用
労
働
者
な
ど
の
基
本
給
を
定

め
る
賃
金
規
定
な
ど
を
3
％
以
上
増
額
改

定
し
、
そ
の
規
定
を
適
用
さ
せ
た
場
合
に

助
成
す
る
も
の
で
す
。

問
和
歌
山
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
0
1
2
0
‐
5
4
7
‐
8
8
8

和
歌
山
労
働
局
職
業
安
定
部
職
業
対
策
課

☎
0
7
3
‐
4
8
8
‐
1
1
6
1

④
和
歌
山
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン

タ
ー

和
歌
山
労
働
局
委
託
事
業
と
し
て
「
和

歌
山
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー
」

を
開
設
し
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
で
影

響
を
受
け
る
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

に
、
長
時
間
労
働
の
是
正
、
同
一
労
働
同

一
賃
金
な
ど
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
待
遇

改
善
、
生
産
性
向
上
に
よ
る
賃
金
引
き
上

げ
、
人
手
不
足
の
解
消
に
向
け
た
雇
用
管

理
改
善
の
取
り
組
み
を
支
援
す
る
た
め
、

専
門
家
に
よ
る
相
談
対
応
（
電
話
・
来
所
・

メ
ー
ル
・
企
業
訪
問
）
や
出
張
相
談
会
・

セ
ミ
ナ
ー
な
ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

問
和
歌
山
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
0
1
2
0
‐
5
4
7
‐
8
8
8

⑤
人
材
開
発
支
援
助
成
金
（
人
材
育
成
支

援
コ
ー
ス
）

事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
、

そ
の
職
務
に
関
連
し
た
専
門
的
な
知
識
や

技
能
を
取
得
さ
せ
る
た
め
の
訓
練
を
実
施

し
た
場
合
に
、
訓
練
経
費
や
訓
練
期
間
中

の
賃
金
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

問
和
歌
山
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
0
1
2
0
‐
5
4
7
‐
8
8
8

和
歌
山
労
働
局
職
業
安
定
部
職
業
対
策
課

☎
0
7
3
‐
4
8
8
‐
1
1
6
1

⑥
人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
（
雇
用
管
理

制
度
・
雇
用
環
境
整
備
助
成
コ
ー
ス
）

事
業
主
が
雇
用
管
理
制
度
や
業
務
負
担

軽
減
機
器
な
ど
（
労
働
者
の
業
務
分
担
の

軽
減
が
図
ら
れ
る
機
器
・
設
備
な
ど
）
の

導
入
な
ど
雇
用
管
理
の
改
善
を
行
い
、
離

職
率
低
下
の
目
標
な
ど
を
達
成
し
た
場
合

に
最
大
2
3
0
万
円
（
賃
金
要
件
を
満

た
し
た
場
合
は
、
最
大
2
8
7
万
5
千

円
）
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

問
和
歌
山
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
0
1
2
0
‐
5
4
7
‐
8
8
8

和
歌
山
労
働
局
職
業
安
定
部
職
業
対
策
課

☎
0
7
3
‐
4
8
8
‐
1
1
6
1

賃
金
引
き
上
げ
に
向
け
た
中
小
企

業
・
小
規
模
事
業
者
へ
の
支
援
策

①
「
賃
上
げ
」
支
援
助
成
金
パ
ッ
ケ
ー
ジ

厚
生
労
働
省
は
、生
産
性
向
上
（
設
備
・

人
へ
の
投
資
な
ど
）
や
、
非
正
規
雇
用
労

働
者
の
処
遇
改
善
、
よ
り
高
い
処
遇
へ
の

労
働
移
動
な
ど
を
通
じ
、
労
働
市
場
全
体

の
「
賃
上
げ
」
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

②
業
務
改
善
助
成
金

事
業
場
内
で
最
も
低
い
賃
金
（
事
業
場

内
最
低
賃
金
）
を
30
円
以
上
引
き
上
げ
、

生
産
性
向
上
に
資
す
る
設
備
投
資
を
行
っ

た
場
合
に
、そ
の
設
備
投
資
な
ど
に
か
か
っ

た
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

●
令
和
7
年
度
（
2
0
2
5
年
度
）
業

務
改
善
助
成
金
に
つ
い
て
は
、
9
月
5

日
（
金
）
か
ら
制
度
の
一
部
変
更
を
し

ま
す
。

変
更
内
容
に
つ
い
て
は
、
業
務
改
善
助

成
金
の
対
象
事
業
場
の
範
囲
を
拡
充
（
事

業
場
内
最
低
賃
金
額
が
改
定
後
の
地
域
別

最
低
賃
金
額
未
満
ま
で
の
事
業
場
が
、
地

域
別
最
低
賃
金
額
の
改
定
日
の
前
日
ま
で

に
、
賃
金
を
引
き
上
げ
る
場
合
に
つ
い
て

も
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）、

ま
た
、
特
例
的
に
最
低
賃
金
改
定
日
の
前

日
ま
で
に
賃
金
引
き
上
げ
を
実
施
し
て
い

れ
ば
、
賃
金
引
き
上
げ
計
画
の
事
前
提
出

の
省
略
を
可
能
と
し
て
い
ま
す
。

問

業
務
改
善
助
成
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
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